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報告第３号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和７

年度御殿場市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製したので、報告する｡ 

 

  令和８年６月４日 報 告 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 
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報告第４号 

 

事故繰越し繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令

第１４６条第２項の規定により、令和７年度御殿場市一般会計予算の事故繰越し繰越計算

書を次のとおり調製したので、報告する｡ 

 

  令和８年６月４日 報 告 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

報告第５号 

 

予算繰越し繰越計算書について 

 

令和７年度御殿場市公共下水道事業会計予算において、次のとおり予算繰越ししたので、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。 

 

令和８年６月４日 報 告 

 

 

                       御殿場市長 勝 又 正 美 
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令和７年度 御殿場市公共下水道事業会計予算繰越計算書 

 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による繰越額 

（建設改良費の繰越） 

款 項 事   業   名 予算計上額 

 

支出済額 

 

１ 

資本的 

支 出 

 

１ 

建 設 

改良費 

 

御殿場市公共下水道御殿場浄化セ

ンター汚泥脱水施設の建設工事委

託に関する協定 

（脱水機更新工事） 

 

 

 

394,764,000 

 

 

 

 

 

 

 

182,764,000 

１ 

資本的 

支 出 

 

１ 

建 設 

改良費 

 

御殿場市公共下水道御殿場浄化セ

ンター汚泥脱水施設の建設工事委

託に関する協定 

（脱水機棟耐震工事） 

 

 

 

81,030,000 

 

 

 

 

 

 

 

31,030,000 

１ 

資本的 

支 出 

 

１ 

建 設 

改良費 

 

御殿場市公共下水道全体計画及

び御殿場市汚水処理施設整備構

想策定業務委託 

 

 

11,902,000 

 

 

 

0 
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                                   単位 円 

翌 年 度 

繰 越 額 
左の財源内訳 不用額 

翌年度繰越額に係る

繰越を要するたな卸

資産の購入限度額 

説  明 

 

 

 

212,000,000 

（国庫補助金） 

116,600,000 

（企業債） 

90,600,000 

（財産区繰入金） 

4,770,000 

（損益勘定留保資金） 

30,000 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

入札不落により、関

連工事が遅延となっ

たため 

 

 

 

50,000,000 

 

 

（国庫補助金） 

27,500,000 

（企業債） 

21,300,000 

（財産区繰入金） 

1,125,000 

（損益勘定留保資金） 

75,000 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

入札不落により、関

連工事が遅延となっ

たため  

 

 

 

11,902,000 

 

（国庫補助金） 

5,626,000 

（損益勘定留保資金） 

6,276,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

関係機関との協議に

不測の日時を要した

ため 
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地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額 

（事故繰越） 

款 項 事   業   名 予算計上額 

 

支出済額 

 

１ 

収益的 

支 出 

 

２ 

営 業 

費 用 

 

御殿場第一中継ポンプ場Ｎｏ．２

汚水ポンプ点検整備業務委託 

 

 

 

 

21,450,000 

 

 

 

 

 

0 
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単位 円 

翌 年 度 

繰 越 額 
左の財源内訳 不用額 

翌年度繰越額に係る

繰越を要するたな卸

資産の購入限度額 

説  明 

 

 

21,450,000 

 

 

 

 

（事業収益） 

21,450,000 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

ポンプを分解したと

ころ、腐食摩耗してい

る部品の追加交換が

必要となったため 
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報告第６号 

 

御殿場市土地開発公社の経営状況について 

 

御殿場市土地開発公社の経営状況について、別冊のとおり関係書類を作成したので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に提出す

る。 

 

令和８年６月４日 報告 

 

                       御殿場市長 勝 又 正 美 
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報告第７号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年６月４日 報 告 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

御殿場市専第３号 

 

給食運搬用コンテナ落下事故に関する和解について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会で議決され

た「市長の専決事項の指定について」第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月３０日 

 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

令和７年１２月８日、西学校給食センターのプラットホームにおいて御殿場市の給食運

搬用コンテナが落下し、破損した事故に関し、次のとおり和解する。 

 

１ 相手方  静岡県御殿場市神山１９２５番地の１２１ 

愛知陸運株式会社御殿場営業所  

 

 ２ 和解事項 

  (1) 本件事故により損害を受けた物件は給食運搬用コンテナ１台で、損害額は 

   ５９８，２３１円であることを、双方は確認した。 

(2) 双方は、本件事故の発生状況を鑑み、過失割合を相手方８０％、御殿場市２０％ 

とすることに合意し、相手方は、損害額の８０％に相当する４７８，５８４円を、

御殿場市に対して支払うものとする。 
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